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鬼北町役場　　建設課　都市計画・管理係　担当：竹場

４　補助金の額 補助対象経費額、１棟につき25万円限度

５　受付戸数 １戸（受付先着順）

６　受付期間 令 和 ８ 年 ４ 月 １ ０ 日 ( 金 ) 令和８年１２月２５日 (金 )

２　補助対象者

（1）鬼北町内の建築物であること。

（2）アスベスト分析調査等に関し、他の補助金等を受けていないこと。

（3）建築物の所有者に町税等の滞納がないこと。

３　補助対象経費 分析調査の実施に要する費用で分析機関に対して支払う費用

　吹付け建材が施工されていることが確認された建物で、解体予定のないもの

　 ※吹付け建材とは、吹付けアスベスト・吹付けロックウール・吹付けパーライト・

　　吹付けバーミキュライト等

鬼北町民間建築物アスベスト対策事業補助金交付要綱に基づく
アスベスト含有調査の希望者募集について

記

１　対象となる建築物

町では、町民の安全・安心を確保するとともに、火災・震災時等におけるアスベストの飛散を

防止するため、民間建築物に係るアスベスト含有調査を実施する人に対し、その費用の一部を補

助する制度を設けております。
本年度も下記のとおり募集しますので、アスベスト含有調査を希望される方は申し込みくださ

い。

回　覧
鬼建発第３号

　各　位

鬼北町長　兵頭 誠亀（公印省略）

令和８年４月１０日

（土日、祝祭日を除く）

７　申込み方法等

ウ：現況写真（外観及び吹付けアスベスト等施行場所）

　電話：０８９５－４５－１１１５　内線：２４１１

（1）申込み 　役場建設課に申込書がありますので、必要事項を記入して提出してください。

（2）添付書類

ア：登記事項証明書又は固定資産税課税台帳の写し

イ：建築確認通知書及び検査済証の写し

エ：図面（位置図、区域図、配置図、平面図）

オ：見積書の写し（複数の調査会社の見積で内訳の分かるもの）

カ：吹付け建材の種別が分かる図書及び写真

キ：その他必要な書類 

８　問合せ先


